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浄
化
槽
の
適
切
な
維
持
管
理

の
お
願
い

　　
浄
化
槽
使
用
者
に
は
、
次
の

法
定
検
査
な
ど
の
実
施
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
定
検
査

　
新
規
設
置
後
３
～
８
か
月
以

内
に
実
施
す
る
設
置
時
検
査
と
、

年
１
回
実
施
す
る
定
期
水
質
検

査
が
あ
り
ま
す
。
指
定
検
査
機

関
で
あ
る
「（
一
般
社
団
法
人
）

埼
玉
県
浄
化
槽
協
会(

☎
０
４

８
―
５
０
１
―
５
７
０
７
」
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

保
守
点
検

　
浄
化
槽
の
点
検
、
調
整
や
修

理
は
、
浄
化
槽
の
規
模
な
ど
に

よ
り
実
施
回
数
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
県
の
登
録
を
受
け
た

業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

清
掃

　
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥

の
引
き
抜
き
や
、
機
器
類
の
洗

浄
が
年
１
回
以
上
必
要
で
す
。

市
の
許
可
を
受
け
た
業
者
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

《
浄
化
槽
補
助
金
に
つ
い
て
》

　
市
で
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽

又
は
汲
取
り
便
槽
を
合
併
処
理

浄
化
槽
に
入
れ
替
え
る
場
合
、

一
定
の
条
件
を
満
た
す
も
の
に

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★
環
境
推
進
課
☎
�
１
１
７
３

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の

発
売

　
今
年
の
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝

く
じ
の
賞
金
は
、
１
等
・
前
後

賞
合
わ
せ
て
７
億
円
。
サ
マ
ー

ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
７
、
０
０
０
万

と
同
時
発
売
で
す
。
こ
の
宝
く

じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に

使
わ
れ
ま
す
。

発
売
期
間　

　
７
月
18
日
㈫
～
８
月
10
日
㈭

★
（
公
財
）
埼
玉
県
市
町
村
振

　
興
協
会
☎
０
４
８
―
８
２
２
―

　
５
０
０
４

離
職
中
の
看
護
職
の
人
は
届

出
を
お
願
い
し
ま
す

　
法
律
改
正
に
よ
り
、
看
護
職

資
格
の
保
持
者
で
未
就
業
の
人

は
、
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
へ
届

出
が
努
力
義
務
に
な
り
ま
し
た
。

転
居
や
出
産
育
児
等
で
離
職
し

た
人
は
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

届
出
方
法　
埼
玉
県
看
護
協
会

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
と
ど
け

　
る
ん
」
へ
入
力

★
埼
玉
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
☎

　
０
４
８
―
８
２
４
―
７
２
６
６

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　 ★秘書広報課�１１５５

市長コラム
しんげの一言メッセージ

お
知
ら
せ

※
声
の
広
報
（
録
音
Ｃ
Ｄ
）
の
貸
し
出
し
は
、
図
書
館
本
館
・
児
玉
分
館
・
秘
書
広
報
課
へ
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
聴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
★
秘
書
広
報
課
☎
�
１
１
５
５

市
民
税
・
県
民
税
の

　
　
　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

市
県
民
税
の
申
告
相
談

　
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
人
に
、
申
告
を
お
願

い
す
る
通
知
を
８
月
中
に
発
送

し
、
申
告
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

対
象　

①
前
年
又
は
前
々
年
に
市
県
民

　
税
が
課
税
さ
れ
て
い
て
、
今

　
年
申
告
し
て
い
な
い
人
（
給

　
与
支
払
報
告
書
、
年
金
支
払

　
報
告
書
が
市
に
提
出
さ
れ
て

　
い
る
人
は
除
く
）

②
不
動
産
収
入
又
は
報
酬
な
ど

　
が
あ
り
、
申
告
し
て
い
な
い

　
人

※
所
得
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合

や
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
支
払
調

書
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
税
務

署
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
・
課
税
証
明
書
の
発
行

　
こ
れ
か
ら
申
告
す
る
人
で
、

所
得
・
課
税
証
明
書
が
必
要
な

場
合
は
、
申
告
後
に
発
行
し
ま

す
。
申
告
の
結
果
、
課
税
に
な

る
場
合
、
証
明
書
の
発
行
は
市

県
民
税
の
税
額
決
定
後
に
な
り

ま
す
。
申
告
後
発
行
ま
で
に
期

間
を
要
し
ま
す
の
で
早
め
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

扶
養
控
除
の
確
認

　
確
定
申
告
書
又
は
給
与
支
払

報
告
書
、
年
金
支
払
報
告
書
に

基
づ
き
、
対
象
者
へ
扶
養
確
認

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
市
外
の

人
を
扶
養
し
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
住
所
地
の
市
役
所
な
ど
へ

被
扶
養
者
の
合
計
所
得
な
ど
の

確
認
を
行
い
ま
す
。

対
象

①
重
複
し
て
扶
養
を
と
っ
て
い

　
る
人

※
複
数
の
納
税
義
務
者
が
同
一

の
人
を
扶
養
親
族
と
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

②
扶
養
の
記
載
が
あ
る
が
、
そ

　
の
被
扶
養
者
を
特
定
で
き
な

　
い
人

※
確
認
の
結
果
、
扶
養
が
取
り

消
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

変
更
内
容
は
、
本
人
又
は
勤
務

先
に
通
知
し
ま
す
。

★
課
税
課
☎
�
１
１
２
３

避
難
所
体
験
訓
練
の
参
加
者

を
募
集

　
家
庭
で
の
防
災
対
策
に
つ
い

て
考
え
る
き
っ
か
け
や
、
広
く

意
見
等
を
避
難
所
の
運
営
に
反

映
さ
せ
る
た
め
、
避
難
所
体
験

訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

日
時　
８
月
19
日
㈯　

　
午
前
９
時
～
午
後
１
時
30
分

会
場　
セ
ル
デ
ィ

対
象　
市
内
在
住
の
小
学
生
（
保

　
護
者
同
伴
）

内
容　
避
難
所
設
営
訓
練
、
非

　
常
食
試
食
な
ど

応
募
期
間

　
７
月
10
日
㈪
～
31
日
㈪

定
員　
１
０
０
人
（
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

申
込　
申
込
書
に
必
要
事
項
を

　
記
入
し
、
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク

　
ス
又
は
直
接
左
記
へ

※
申
込
書
は
危
機
管
理
課
（
市

役
３
階
）、
総
務
課
（
ア
ス
ピ

ア
こ
だ
ま
内
）
で
配
布
、
又
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

郵
送
先

　
〒
３
６
７
―
８
５
０
１

　
本
庄
市
本
庄
３
―
５
―
３

　
本
庄
市
役
所
危
機
管
理
課

★
危
機
管
理
課
☎
�
１
１
８
４
、

　
蕭
�
０
６
０
２

本
庄
市
民
文
化
会
館
の
指
定

管
理
者
を
募
集

　
市
民
文
化
の
向
上
、
住
民
福

祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
施
設

で
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
等
の
催
し

物
、
会
議
な
ど
で
幅
広
く
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

①
施
設
等
の
利
用
許
可
等
に
関

　
す
る
業
務

②
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す

　
る
業
務

③
管
理
運
営
上
、
市
長
が
特
に

　
必
要
と
認
め
る
業
務

指
定
期
間　

　
平
成
30
年
４
月
１
日
～
平
成

　
35
年
３
月
31
日
（
５
年
間
）

申
請　
８
月
７
日
㈪
か
ら
25
日

　
㈮
ま
で
の
土
日
祝
日
を
除
く

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

　
ま
で
に
、
事
前
連
絡
の
う
え

　
直
接
本
庄
公
民
館
へ
（
持
参

　
の
み
）

※
募
集
要
項
等
は
、
７
月
３
日

㈪
か
ら
21
日
㈮
ま
で
、
本
庄
公

民
館
で
配
布
、
又
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

現
地
説
明
会　
７
月
25
日
㈫

＊
詳
し
く
は
左
記
へ
。

★
生
涯
学
習
課
☎
�
７
３
８
３

本庄市の人口について
　みなさんは、この「広報ほんじょう」の表紙の｢人
の動き」をご覧になっていますか。平成27年４月１
日号から、このコーナーはそれまでの総人口と男女
別人口の先月比の記載に加え、人口増減の内訳とし
て出生・死亡の自然増減の数と、転入・転出の社会
増減の数などを記載し、人口動態をより詳しく情報
提供しております。
　この数年減少し続けている本庄市の人口ですが、
その内訳はどうなっているのでしょうか。平成28年
度(28年４月～29年３月）の一年間の人口動態の内訳
は、出生529人、死亡925人で396人の自然減。一方転
入3119人、転出2892人で227人の社会増。その他（職
権消除など）が39人の減少となっており、平成28年
４月１日に78,989人だった人口は29年４月１日には
78,781人と、208人の減少となっております。
　この数字から本庄市の人口動態には次のような傾向
が見えてきます。社会増減について、外から移り住む
方が外へ引っ越しする方より多い（転入超）というこ
とは、本庄が都市としての一定の求心力を有してい
るということです。事実、平成28年度で見てみると、

30～40代の方と10歳前後のお子さんの転入超が顕著
でした。なお年代別にみると、10代後半から20代前
半の方の場合は転出超でした。行き先は県南や都内
よりもむしろ近隣が多いと言えます。
　一方自然増減について、生まれる赤ちゃんの数
がお亡くなりになる方の数を下回る自然減の傾向
は、少子化の進行でここ数年ますます顕著になって
おり、全体の人口はたとえ転入超の分で増加しても、
自然減の数字がそれを大きく上回るためトータルと
して毎年減少している、これがここ数年の状況です。
放っておけば今後ますます人口減少に歯止めがかか
らなくなる、由々しき事態です。
　以上のことから、本庄市の人口問題への対応として
は、今後とも転入超を維持するため､「家庭を持ったら
本庄市」というプラスの傾向を更に加速させ、また、就
職を控えた若い方々をいかに市内に引き留めるか工夫
しつつ、一方全国的な少子化に対応すべく、若い方々
の出会い、結婚、出産、育児をみんなで応援する社会
づくりを進めることだと考えます。そのための政策推
進に、皆さまのご理解ご協力をよろしくお願い致します。
                                       本庄市長 

施設概要
名 　 称 本庄市民文化会館
所 在 地 本庄市北堀1422番地３
設置時期 昭和56年１月

建物概要

構造鉄筋コンクリート造３階建塔屋つき
敷地面積　11,643.09㎡
建物面積　  5,507.49㎡
施設内容　ホール(1200席)、会議室６、
               多目的ホール2、レストラン１


